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令和６年第１１回 阿賀野市教育委員会定例会会議録 

１ 開会年月日  令和６年１１月２７日（水) 午前１０時００分開会 

２ 開 催 場 所  阿賀野市笹神支所 ４階 委員会室１ 

３ 出 席 者  教育長 小泉 明美 

         教育長職務代理者 渡邉 栄二 

教育委員 酒井 里佳子、小川 寛子、佐久間 正浩 

４ 欠 席 委 員  なし 

５ 議案説明のために出席した者の職・氏名 

         学校教育課 課 長     羽田 正佳 

               管理指導主事  阿部 順延 

         生涯学習課 課 長     塚野 敏之    

６ 会   期  １日間 

７ 会 議 書 記  学校教育課 課長補佐    古田島 理枝子 

８ 会議に付すべき事件 

日程 議案番号 案       件 

１  会議録署名委員の指名 

２  令和６年第１０回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 

報告第３５号 阿賀野市教育大綱 教育振興基本計画（案）について 

報告第３６号 共催・後援の承諾について 

報告第３７号 
阿賀野市奨学生移住・定住促進事業補助金交付要綱の制定につい

て 

報告第３８号 令和７年度の年次有給休暇又は夏季休暇の優先取得日について 

５ 議案第３４号 
議会の議決を経るべき議案についての意見の申出について 

（令和６年度阿賀野市一般会計補正予算（第５号）） 

９ その他 
１ 今後の日程 

２ 事務連絡等 
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午前１０時００分 開会 

羽田課長  定刻となりましたので、ただ今から「令和６年第１１回阿賀野市教育委員会定例会」を開

催いたします。 

 

 小泉教育長、よろしくお願いいたします。 

 

小泉教育長 

 

 

 

 

皆さん、ご苦労さまです。 

それでは、これより、令和６年第１１回阿賀野市教育委員会定例会を開会いたします。 

 

令和６年第１１回定例会は、１１月２７日、水曜日、午前１０時００分開会。会場は、阿

賀野市笹神支所 ４階 委員会室１です。 

 

本日は全員出席で、欠席の委員はおりません。 

 

本日、議案説明のために出席する者は、学校教育課から羽田課長・阿部管理指導主事、生

涯学習課から塚野課長が出席いたします。 

 

会議書記は、学校教育課の古田島課長補佐です。 

 

 本日の議事は、議事日程のとおりです。議事は番号順に進める予定ですが、時間等の都合

で変更が必要となりましたら、進行の中で対応いたします。 

 

 会期は、本日１日でよろしいでしょうか。 

 

（全員異議なし） 

 

ご異議なしと認め、本日１日の会期といたします。 

 

令和６年第１１回教育委員会定例会の会議録署名委員は、小川委員を指名いたします。 

 

日程第２、令和６年第１０回教育委員会定例会会議録の承認について、事務局お願いいた

します。 

 

羽田課長 

 

 

小泉教育長 

令和６年第１０回教育委員会定例会の会議録につきまして、お気付きの点などがございま

したらお願いいたします。 

 

 ただ今説明のありました会議録について、ご質問等ございますでしょうか。 

 

（全員異議なし） 

 

それでは、令和６年第１０回教育委員会定例会会議録は、承認されました。 

 

 

 

 

 

 

小泉教育長 

 

 

 

次に、日程第３、業務報告に移ります。 

 

最初に、私の方から報告をさせていただきます。その後、学校教育課長、生涯学習課長、

管理指導主事の順で報告をいたします。 

 

教育長の業務について、資料に基づき報告。 

 

 ○11月校園長会 

 10月 31日(木)/笹神支所 
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  主に次のことをお願いしました。 

・非違行為等根絶への対応のため、マニュアルが形骸化していないかを確認して、

年末に向かいましょう。 

・12 月実施の CRT 学力テストにおいて子供たちが自分の力を発揮できるよう、授

業と家庭学習の充実を根本において準備していきましょう。 

・11 月は、問題行動が多く発生しやすい月と言われています。発達支持的な生徒

指導の観点を大切にして未然防止を図りましょう。発生したときは、校長のリーダ

ーシップの下、全校体制で対応しましょう。 

○市政経営会議 

11月１日（金）／市役所 

○褒賞式典 

11月３日（日）／市役所 

○綱紀委員会 

11月５日（火）／笹神支所 

○阿賀野警察署被害者支援連絡協議会総会 

11月８日（金）／阿賀野警察署 

○第８回阿賀野市議会臨時会 

11月 11日（月）／市役所 

  ○第４回部課長会議 

  11月 11日（月）／市役所 

○人事異動会議 

11月 12日（火）／笹神支所 

○幼保小「架け橋期」に係る情報交換会 

11月 12日（火）／ふれあい会館 

○教育支援委員会 

11月 14日（木）／笹神支所 

○県小学校教育研究会公開授業 

11月 15日（金）／水原小学校 

○庁内会議 

11月 18日（月）／市役所 

○12月補正予算編成に係る市長査定 

11月 18日（月）／市役所 

○ICT機器活用研修会 

11月 19日（火）／笹神中学校 

○第２回教育大綱・教育振興基本計画策定委員会 

11月 21日（木）／笹神支所 

○B＆G全国教育長会議 

11月 22日（金）／東京 イイノホール 

○自治会長会議 

11月 24日（日）／安田交流センター 

○特別免許状審査会 

11月 25日（月）／新潟県庁 

○新潟県 NIE推進協議会研究会 

11月 26日（火）／笹神中学校 

○第 11回教育委員会定例会 

11月 27日（水）／笹神支所  

○発達支援講演会 

11月 27日（水）／笹神支所 ZOOM 
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羽田課長 

 

 

学校教育課の業務について、資料に基づき報告。 

 

  ○第８回市議会臨時会 

11月 11日（月）／市役所 

○第４回部課長会議 

11月 11日（月）／市役所 

○定期監査（学校教育課関係） 

11月 14日（木）／笹神支所 

○教育大綱・教育振興基本計画 第２回策定委員会 

11月 21日（木）／笹神支所 

○自治会長会議 

11月 24日（日）／安田交流センター 

○市職員組合団体交渉 

 11月 25日（月）／市役所 

○第 11回教育委員会定例会 

11月 27日（水）／笹神支所 
 

塚野課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき報告。 

 

○五頭の四季シリーズ はじめてのトレッキング 

11月 2日（土）／五頭連峰少年自然の家 

荒天のため中止 

○安田文化祭 

11月 2日（土）、3日（日・祝）／安田交流センター 420名 

○京ヶ瀬文化祭 

11月 2日（土）、3日（日・祝）／市立図書館 199名 

○水原文化祭 

11月 2日（土）～4日（月・振）／水原総合体育館 774名 

○笹神文化まつり 

11月 2日（土）～4日（月・振）／ふれあい会館 809名 

○第 46 回全国公民館研究集会 第 64 回関東甲信越静公民館研究大会新潟大会兼第

74回新潟県公民館大会 

  11月 7日（木）、8日（金）／上越市 

○吉田東伍生誕 160年記念文化講演会「相関図から見る吉田東伍記念の人的ネットワ

ーク」 

  11月 9日（土）／安田交流センター  

○新潟アルビレックスＢＢラビッツ Ｗリーグ阿賀野市大会 

11月 9日（土）、10日（日）／水原総合体育館  

○京ヶ瀬芸能祭 

11月 10日（日）／京和荘 250名 

○高齢者学級「寿学級」料理教室 

11月 11日（月）／京和荘  

○阿賀野市議会臨時会 

11月 11日（月）／市役所  

○第４回部課長会議 

11月 11日（月）／市役所  

○まちづくり塾（公民館成人講座）大人のみそ作り講座 

11月 17日（日）／京和荘  

○阿賀野のあけぼの part２ 第３回「白川御館はどこにあったのか～中世阿賀野の

荘園・白河荘を歩く～」 
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11月 17日（日）／安田交流センター、10月 17日（木）／笹神支所 

○高齢者・女性学級「山手学級」「さわやか女性セミナー」 健康料理教室 

11月 20日（水）／安田交流センター  

○第４期教育大綱・教育振興基本計画 第２回策定委員会 

11月 21日（木）／笹神支所  

○阿賀野市民 秋の大運動会 

11月 23日（土・祝）／水原総合体育館 

○こども夢フェスタ 2024 ふるさと子ども絵画展 

11月 23日（土・祝）、24日（日）／ふれあい会館 

〇ふれあいステージ 

11月 23日（土・祝）／笹神支所 1,460人 

○阿賀野市歴史民俗資料館 ２階・３階収蔵庫展 

11月 23日（土・祝）24日（日）／歴史民俗資料館  

○五頭の四季シリーズ ファミリーでみそづくり 

11月 24日（日）／五頭連峰少年自然の家 

○自治会長会議 

  11月 24日（日）／安田交流センター  

○高齢者学級「さわらび学級」料理教室 

11月 27日（水）／ふれあい会館  
 

阿部管理指導主事 管理指導主事の業務について、次の内容を報告。 

 

〔10月 31日（木）～11月 26日（火）〕 

○児童生徒の事故報告 

 ・なし 

○教職員の事故報告 

  ・交通事故 1件 加害事故（物損） 
 

小泉教育長 

 

 

 

 

 

 

 

羽田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

小泉教育長 

 

はい。以上で、業務報告が終わりました。 

ただ今の報告につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

 

（全員なし） 

 

ないようでございますので、次に、報告第３５号 阿賀野市教育大綱 教育振興基本計画

（案）について、事務局お願いいたします。 

 

報告第３５号 阿賀野市教育大綱 教育振興基本計画（案）について、ご説明申し上げま

す。 

 

本年６月に開催した第６回教育委員会定例会において、令和７年度からの阿賀野市教育大

綱（案）と教育振興基本計画（案）の概要についてご説明申し上げたところでございますが、

本日は主に教育振興基本計画（案）の具体的な内容についてご説明いたします。 

詳細につきましては、清水教育センター長より説明いたします。教育長、発言の許可をお

願いいたします。 

 

発言を許可します。 

 

清水ｾﾝﾀｰ長 

 

清水ｾﾝﾀｰ長 

 

それでは、阿賀野市教育大綱 教育振興基本計画（案）について、ご説明申し上げます。 

最初に、７月に実施した策定委員会と総合教育会議を受けまして、前回の報告から変更し

た点についてご説明いたします。まず教育大綱をご覧ください。２ページの阿賀野市「まち

づくりの目標・理念」についてですが、現在、改定作業中の総合計画の案として示されてい
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る目標・理念「住み良い、活き活き元気なまち みんなで創る阿賀野市」に変更しました。

それから、基本方針Ⅰ 個性や能力を伸ばす学校教育の推進のなかの５つ目の柱、グローバ

ル化・ICT化に対応した教育の推進を教育の充実に変更しました。しっかり取り組んでいかな

ければならない領域であり、「推進」でよいのかというご指摘をいただきました。一層取り組

みを進めていくということから、「充実」に変更しました。これに関連して、３ページに、「ICT

化に対応した教育の充実を図ります。」と記載しました。それから４ページの「はぐくみ」は

ひらがな表記としました。 

つづいて、教育振興基本計画の概要版をご覧ください。基本方針Ⅰ－１確かな学力の育成

の３点目、以前は「Web配信集計システムの活用と充実」であったものを「にいがた学びチャ

レンジの活用と充実」に変更しました。「Web配信集計システム」は、問題を解くだけでなく、

１時間の中で振り返り、学び直しをするところまで含めた学習方法で、県が R5年に「にいが

た学びチャレンジ」に名称を変更したため、それに合わせて変更するものです。 

Ⅰ－３ 健康でたくましい心身をはぐくむ教育の推進の３点目、中学校における部活動の適

正化ですが、これは「適正化」ではなくて「最適化」ではないかというご指摘をいただき、

検討しました。「適正化」とは、望ましくない状態になっていたり、好ましくない状況にある

ものを本来のあるべき状態に改善したり、修正したりすることをいいます。また、「最適化」

とは、ある制約のもとで、複数の選択肢を組み合わせて最適なものを探すことをいいます。

従いまして、部活動の地域移行は段階的に進めていますが、よりよい方向に修正していく「適

正化」が妥当だと考え、変更しないこととしました。 

Ⅰ－４ 一人一人の教育的ニーズに応える指導・支援の充実の１点目、２点目ですが、以前

は「インクルーシブ教育システムの推進」と記載しておりましたが、これを「途切れない支

援の充実」と「インクルーシブ教育システムの構築」の二つに分けました。阿賀野市は、発

達障がい早期総合支援推進地域協議会を設置して、早期からの一貫した途切れない支援に取

り組んでおり、市として力を入れていることから、途切れない支援の充実を一つの柱として

設けました。 

Ⅰ－５ グローバル・ICT 化に対応した教育の充実は、さきほど大綱のところで申し上げた

通り、より一層取り組みを進めていくという意味から「推進」を「充実」に変更しました。 

基本方針Ⅱ－１ 児童生徒が安心して学べる学校づくりの推進の１点目、以前は「いじめや

不登校を生まない学校づくりの推進」でありましたが、「生まない」という表現は少し違和感

があるというご意見をいただいたため、「いじめや不登校児童生徒への組織的な対応」とさせ

ていただきました。いじめ、不登校の対応は、担任が一人で抱え込むのではなく、学校全体

で対応していく校内体制が重要であることから変更したものでございます。 

最後に、基本方針Ⅳ－２ 家庭・地域と連携した活力ある学校づくりの推進の１点目ですが、

これは以前、「地域に開かれたコミュニティスクールの推進」としておりました。コミュニテ

ィスクールをどのように進めていくのか、それに伴う予算措置はなされているのか、学校の

負担が大きいのではないか等々、本館的なコミュニティスクールの実施には様々な課題があ

るようだとご意見をいただきました。これまでの取り組みを進めながら「地域と学校との連

携を推進する会」等を活用し、保護者・地域住民の意見を取り入れた学校運営に努めていく

ということは変わりませんが、今後、阿賀野市としてどのようなコミュニティスクールを実

施していくべきか、今後さらに検討していきたいということから、「社会に開かれた教育課程

の推進」に変更しました。以上、変更点となります。 

次に、阿賀野市教育振興基本計画（案）について説明いたします。26 ページ立てで教育振

興基本計画をまとめました。１、２ページは目次です。３ページは、教育振興基本計画の改

定にあたって、第１章策定改定の趣旨、計画の位置づけ、計画の期間を記載しました。４ペ

ージは、第２章阿賀野市の目指す教育、阿賀野市の教育の現状、目指すまちの姿、教育の基

本理念を述べています。５、６ページは、教育の基本方針ということで、一番もとになる４

つの基本方針の考え方と目標を記述しました。４つの基本方針には３～５つの目標を掲げて

います。７ページの第３章からは、４つの基本方針に掲げた目標について具体化しています。

例えば、基本方針Ⅰの目標１確かな学力の育成について、次のような柱立てで記述していま

す。まず、＜目指すもの＞は、どういったことを目指すのかについて簡潔に述べています。

そして、それに対する＜現状と課題＞を述べ、８ページの＜施策の展開方向＞つまり具体的

な取組について述べております。なお、目指すものについては、現行の教育振興基本計画に
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はありませんでしたが、新潟県の教育振興基本計画にも目指すものが最初に明記されている

ため、それに準じて記載することとしました。以下９ページから 22ページまで各目標につい

て同様に記載しています。 

巻末の 23ページには教育振興基本計画における主な指標一覧を掲載しました。教育振興基

本計画の進捗状況を評価するための指標を一覧で示したものであります。なお、この指標は

総合計画の指標を採用しておりまして、先ほども申し上げた通り、総合計画の改定作業中で

すので、それに連動して指標や目標値が変更となる場合があります。24 ページは、阿賀野市

教育振興基本計画がどのような柱立て・構成で作られているのか分かりやすく示すために体

系図として表したもので、概要版とほぼ同じようなものになります。 

25、26ページは SDGsとの関連性と具体的な SDGsの内容を記載しました。SDGsについては、

具体的にどの教科でどれを取り上げて指導するということではありませんが、SDGs は「質の

高い教育をみんなに」が目標の４番目に掲げられています。教育活動との関連も深いです。

SDGs は壮大な目標ではありますが、日常生活の中で実際にできることもある、国際社会の一

員として SDGsに関心を持つことは非常に大事なことであると考えておりますので、巻末に入

れました。簡単ではありますが、以上で説明を終わります。 

 

小泉教育長 ただ今、説明のありました阿賀野市教育大綱 教育振興基本計画（案）について、ご質問

等ございますでしょうか。 

 

（全員なし） 

 

ないようでございますので、ここで、清水教育センター長は、執務のため、退席いたしま

す。 

 

（清水教育センター長 退席） 

 

次に、報告第３６号 共催・後援の承諾について、事務局お願いいたします。 

 

羽田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第３６号 共催・後援の承諾につきまして、ご説明申し上げます。 

 

今回は学校教育課の案件はありませんので、生涯学習課の案件についてご説明申し上げま

す。 

共催が１件、後援が０件でございます 

 

議案書に基づき説明。 

 

  〇新阿賀野市民秋の大運動会  （共催） 

   代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

   期 日 11月 23日（土） 

会 場 水原総合体育館 

 

小泉教育長 

 

 

 

 

ただ今、説明のありました共催・後援の承諾について、ご質問等ございますでしょうか。 

 

（全員なし） 

 

ないようでございますので、報告第３７号 阿賀野市奨学生移住・定住促進事業補助金交

付要綱の制定について、事務局お願いいたします。 
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羽田課長 

 

報告第３７号 阿賀野市奨学生移住・定住促進事業補助金交付要綱の制定について、ご説

明申し上げます。 

 

この制度は、若者の移住・定住促進施策の一環として、阿賀野市奨学金の貸付を受けて高

校・大学等を卒業後就業し、在学中から阿賀野市に住み続けている若者や、阿賀野市に移住

した若者を対象に奨学金の貸付総額の一部助成することにより、定住を促進することを目的

として制定したものでございます。そういった目的であるため、補助金の交付申請前に阿賀

野市に３年以上居住しており、交付申請後も２年間は阿賀野市に居住することを大前提とし

て条件付けしております。 

資料中段の移住者推移「移住者割合のグラフ」、特に令和６年度に割合が大きく増加してい

ます。コロナ禍中にテレワークなど仕事の仕方が見直され、地方に居住していても様々な仕

事ができるようになった等さまざまな理由が考えられますが、ここに注目し、更なる移住促

進を図るため、新たな制度を作り上げたものです。下段の定住者推移をご覧ください。ここ

では、ピンク色の折れ線グラフにご注目ください。県内学校卒業者の定住割合ですが、2か年

度とも同じように年数を追うごとに割合が低くなっております。この減り方についても何と

かすべきと捉え、これらの県内学校卒業生もこの制度では補助対象としております。 

裏面を見ていただきたいと思います。上段の補助金額ですが、県外学校を卒業して阿賀野

市に移住してきた方は奨学金総額の 25％を補助いたします。県内の学校を卒業した移住者ま

たはずっと阿賀野市にいた方は 10％の補助となります。差を設けた理由につきましては、県

外大学主に首都圏が多いと思われますが、そちらに進学した方のほうが、アパート代などを

含めの様々な経費が多額となるためです。 

中段の対象者の囲みをご覧ください。条件としましては、阿賀野市の奨学金の貸付を受け

ている方で、その高校、大学、専門学校等を卒業した後に就業し、奨学金を返還中又は返還

が済んだ方。償還開始年度の 4 月 1 日、もしくは、その日から 5 年以内に阿賀野市に転入し

た場合は転入日、そのいずれかの日から３年以上阿賀野市に住んでいて、申請時点でも阿賀

野市にいること。フルタイム勤務で１年以上雇用される見込みであること。市税及び返済す

べき奨学金に未納がないこと。補助申請以降も２年以上阿賀野市に居住する見込みのある方。

となっています。 

最後に申請の流れを示してあります。これは県外の学校を卒業し県外で一旦就職した後に、

阿賀野市に移住するパターンですが、阿賀野市に居住してから 3 年を経過した翌年度に申請

ができ、一括して奨学金貸付総額の 25％の補助金が交付されます。そして、その後２年は阿

賀野市での居住と就業していることを確認するため、必要書類を提出していただくことにな

ります。 

 要綱につきましては、今ほど説明させていただいた内容を実施できるよう規定し制定し

たものでございます。なお、各条文の説明は省略させていただきます。 

 

小泉教育長 

 

 

 

ただ今、説明のありました阿賀野市奨学生移住・定住促進事業補助金交付要綱の制定につ

いて、ご質問等ございますでしょうか。 

 

（全員なし） 

 

ないようでございますので、次に、報告第３８号 令和７年度の年次有給休暇又は夏季休

暇の優先取得日について、事務局お願いいたします。 

阿部管理指導主事 報告第３８号 令和７年度の年次有給休暇又は夏季休暇の優先取得日について、ご説明申

し上げます。 

 

この案件につきましては、教職員の多忙化解消を推進するため、年次有給休暇や夏季休暇

の優先取得日を設定するものであります。 

例年、冬季休業中に次年度の年間行事予定を教務主任中心に立案することから、この時期

に確定させ学校に周知しているものです。優先取得日の期間は、毎年８月は、８月８日から
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15 日、年末年始休業は、12 月 28 日から１月４日と定めております。年回りによっては、曜

日の関係で土日がかかってきますが、曜日に配慮して新たな日を設けると休みが多くなりす

ぎて業務に支障が出る恐れがありますので、阿賀野市ではこのように定めております。 

 

小泉教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今、説明のありました令和７年度の年次有給休暇又は夏季休暇の優先取得日について、

ご質問等ございますでしょうか。 

 

（全員なし） 

 

ないようでございますので、次に、日程第５ 議案第３４号について、議会の議決を経る

べき議案についての意見の申出であるため、秘密会としたいと存じますが、よろしいでしょ

うか。 

 

（全員異議なし） 

 

異議なしと（３分の２以上）認めます。それでは、秘密会といたします。 

 

それでは、議案第３４号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出 令和６年度

阿賀野市一般会計補正予算（第５号）について、事務局お願いいたします。 

 

羽田課長 議案第３４号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出 令和６年度阿賀野市一

般会計補正予算（第５号）について、ご説明申し上げます。 

 

この案件につきましては、１２月の第９回市議会定例会で議案を提出するもので、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、阿賀野市長から意見を求められ

たので、付議するものであります。 

 

議案書に基づき説明 
 

（秘密会、非公開） 

 

小泉教育長 

 

それでは、ないようでございますので、議案第３４号 議会の議決を経るべき議案につい

ての意見の申出 令和６年度阿賀野市一般会計補正予算（第５号）について、ご承認いただ

けますでしょうか。 

 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は承認されました。 

 

秘密会を解き、次の日程に移ります。 

 

次に、日程第６、その他をお願いいたします。 

最初に、今後の日程について、事務局お願いいたします。 

 

羽田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、最初に、学校教育課の日程につきまして、ご説明申し上げます。 

 

学校教育課の業務について、資料に基づき説明。 

 

○第９回市議会定例会 

11月 29日（金）～12月６日（金）／市役所 

○総務文教常任委員会 

12月４日（水）／市役所 
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○令和７年度当初予算ヒアリング（学校教育課関係） 

12月４日（水）／市役所 

○12月校園長会 

12月５日（木）／笹神支所 

○新潟県教職員組合下越支部要求交渉  

12月９日（月）／笹神支所 

○京ヶ瀬小学校長寿命化改良等工事部分使用確認検査 

12月 20日（金）／京ヶ瀬小学校 

○市長と市ＰＴＡ連絡協議会との情報交換会 

12月 20日（金）／瓢家 

○第 12回教育委員会定例会 第２回総合教育会議日 

 12月 25日（水）／市役所 

羽田課長 

 

 

 

次回定例会の日程を調整。 

◯令和 6年第 12回教育委員会定例会 

12月 25日（水）午後１時３０分から／阿賀野市役所 

 

塚野課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、生涯学習課の日程につきまして、ご説明申し上げます。 

 

生涯学習課の業務について、資料に基づき説明。 

 

○第９回市議会定例会 

11月 29日（金）～12月６日（金）／市役所 

○吉田東伍記念博物館友の会 第２２回研究発表会 白鳥に愛された湖『瓢湖』 

11月 30日（土）／水原保健センター 

○まちづくり塾（公民館成人講座） やさしいコーヒーセミナー 

11月 30日（土）／京和荘 

○歴史民俗資料館 開館最終日 

11月 30日（土）／歴史民俗資料館 

○総務文教常任委員会 

12月４日（水）／市役所 

○12月校園長会 

12月５日（木）／笹神支所 

○令和７年度当初予算ヒアリング（生涯学習課関係） 

12月６日（金）／市役所 

○公民館成人講座 大人のうどん作り教室 

 12月７日（土）／安田交流センター 

○家族体験教室 ミニかど松作り 

12月 14日（土）／五頭少年自然の家 

○青少年育成センター指導員研修会 

 12月 20日（金）／ふれあい会館 

○市長と市ＰＴＡ連絡協議会との情報交換会 

12月 20日（金）／瓢家 

○家族体験教室 親子でチャレンジ！もちづくり 

12月 21日（土）／五頭少年自然の家 

○第 21回市民元旦マラソン大会 

令和７年１月１日（水）／水原総合体育館 
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羽田課長 

 

 

 

小泉教育長 

＜事務連絡＞ 

次回定例会の後に実施します総合教育会議の協議第につきましては、以前お話しした

通り、「教育大綱・教育振興基本計画」と「部活動の地域移行について」の２点について

協議していただきたいと思います。 

 

それでは、令和６年第１０回阿賀野市教育委員会定例会を終了いたします。大変お疲

れ様でした。 

 

閉会を宣言した時刻 午前１１時０３分 

  

 

 

以上、会議の要旨を記し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

     阿 賀 野 市 教 育 長                     

 

 

 

     会 議 録 署 名 委 員                      


